
第４１条関係 雨水流出抑制施設の整備に関する基準 

                     担当 河川課    ℡ ０４－２９９８－９３７５ 

                     下水道整備課 ℡ ０４－２９２１－１０２３ 

 

 

条例第４１条に規定する雨水流出抑制施設の整備については、浸水被害防止及び地下水の涵養を図る

ため、次に定める基準による。 

 

１ 雨水流出抑制の方法 

雨水流出抑制の方法は浸透方式を基本とする。ただし、浸透施設の設置条件に適合しない（急傾斜

地崩落危険区域又は地すべり防止区域）等の理由がある場合は貯留方式とする。 

 

２ 雨水流出抑制施設 

雨水流出抑制施設は以下の⑴及び⑵の施設検討を行い、両方の基準を満たす施設を設置すること。

なお、土地区画整理事業施行地区（施行予定地区を含む）内の場合は、担当と別途協議すること。 

⑴ 総合治水対策による施設 

① 整備基準 

雨水流出抑制施設を設置する場合、開発事業者は、開発事業区域内への降雨は開発事業区域内

で処理することを原則とし、雨水流出抑制協議書を市長に提出しなければならない。 

ア 開発事業区域の面積が５００㎡以上１ha未満の場合は、１ha当たり５００㎥の抑制施設を設

置すること。 

イ 開発事業区域の面積が１ha 以上の場合は、１ha 当たり９５０㎥の抑制施設を設置すること。

また、埼玉県（県土整備部河川砂防課）と協議すること。 

② 雨水流出抑制施設 

浸透型施設は、拡水法（トレンチ）又は井戸法（浸透井）とする。その他の施設については、

担当と別途協議すること。 

井戸法（浸透井）については、関東ローム層及び礫層内で処理し、地質調査及び浸透強度の調

査を行うものとすること。 

ア 拡水法（トレンチ）の設計に当たっては、本基準の２⑴①で求めた数値に限らず、次の値を

基準とする。 

Ａ ： 浸透処理に必要な浸透面積（㎡） 

Ｈ ： トレンチ計画水深（ｍ）（Ｈ≦１．５ｍが望ましい） 

Ｓｒ： 開発事業区域面積（ha） 

(ｱ) 開発事業区域が１ha以上の場合 

Ａ＝６３４／Ｈ×Ｓｒ 

( ｲ ) 開発事業区域が５００㎡以上１ha未満の場合 

Ａ＝３３４／Ｈ×Ｓｒ 

(ウ) 必要な浸透トレンチの延長Ｌ（ｍ）は、 

Ｌ＝Ａ／ｗ 

ｗ：浸透トレンチの幅（ｍ） 

 

イ 井戸法（浸透井）は、次の値を基準とする。 



(ｱ) 浸透処理する水量Ｖ（㎥／hr）は、 

開発事業区域が１ha以上の場合       Ｖ＝０.０６４×Ｓs 

開発事業区域が５００㎡以上１ha未満の場合 Ｖ＝０.０３４×Ｓs 

Ｓs：開発事業区域面積（㎡） 

( ｲ ) 浸透井１基当たりの浸透量ｖ（㎥／hr）は、 

ｖ＝４×ｃ×ｒ×ｈ 

ｃ：浸透強度（ｍ／hr） 

ｒ：浸透井の半径（ｍ） 

ｈ：計画水深（ｍ） 

※ 浸透強度は現地測定の数値を用いる。 

測定を行うことが出来ない場合は０.５とする。 

( ｳ ) 必要な浸透井の基数 Ｎ（基）は、 

Ｎ＝Ｖ／ｖ 

 

⑵ 下水道雨水計画を考慮した施設 

① 対象区域 

下水道計画（雨水）を考慮した雨水流出抑制施設を設置する区域は、本市の下水道事業認可区

域（雨水）内とする。 

② 雨水流出抑制量 

雨水流出抑制量は本市の下水道計画に従い、合理式を基に算定される雨水流出量を超過する量

とする。なお、合理式は「第３７条関係 下水道の整備に関する基準」２（２）イに記載がある

が、雨水流出抑制量の算定には不要である。 

③ 雨水流出抑制量の算出方法 

雨水流出抑制量は、次により求める。 

ア 雨水流出抑制量は次の計算式による。 

Ｑ´＝１４９０×（Ｃ´－Ｃ０）×Ｓr 

Ｑ´：雨水流出抑制量（㎥／hr） 

Ｃ´：開発事業計画による流出係数  ・・・・イ参照 

Ｃ０ ：下水道計画流出係数      ・・・・エ参照 

Ｓｒ：開発事業区域面積（ha） 

（１４９０は合理式により算定した固定数） 

イ 開発事業計画による流出係数Ｃ´は次の計算式による。 

Ｃ´＝Σ（Ｃｉ×Ａｉ）／ΣＡｉ 

Ｃ´：開発事業計画による流出係数 

Ｃｉ：種別基礎係数         ・・・・ウ参照 

Ａｉ：種別面積（ha） 

ウ 流出係数Ｃｉ（種別基礎係数）は次による。 

Ｃ１ 屋根          ：０.９０ 

Ｃ２ 駐車場等（不透水舗装） ：０.８５ 

Ｃ３ 間地（土間・砂利）   ：０.３０ 

Ｃ４ 透水舗装        ：０.３０ 

Ｃ５ 緑地          ：０.２０ 



エ 下水道施設の計画流出係数Ｃ０は０.５とする。ただし砂川堀流域は０.４５とする。 

オ 浸透施設の浸透能力 

(ｱ) 浸透ます、浸透トレンチの浸透量Ｖ（㎥／hr）は次の計算式による。 

Ｖ＝ｗ×Ｌ×ｈ×a 

ｗ：浸透施設の幅（ｍ）（ｗ≦１．５ｍが望ましい） 

Ｌ：浸透施設の長さ（ｍ） 

ｈ：浸透施設の有効水深（ｍ）（ｈ≦１．５ｍが望ましい） 

ａ：浸透能（c㎥／hr／c㎡／cm） 

※ 浸透能は現地測定の数値を用いる。 

測定を行うことが出来ない場合は０.５とする。 

(ｲ) 浸透井１基あたりの浸透量は本基準２⑴②イ( ｲ )に記載したものを用いる。 

(ｳ) その他の施設については、担当と別途協議すること。 

④ 浸透施設の設置個数、設置延長及び設置基数の決定 

浸透施設の設置個数、設置延長及び設置基数は、本基準２⑵③アで求めた雨水流出抑制量と２

⑵③オで求めた浸透施設の浸透能力からそれぞれ決定する。 

 

３ 雨水流出抑制施設の構造 

雨水流出抑制施設の構造は別図（雨水－１）、（雨水－２）を参考とする。なお、市へ帰属する開発

道路内の雨水流出抑制施設の構造については道路部局とも調整を図ること。 

 

４ 雨水流出抑制施設の設置 

⑴ 雨水流出抑制施設は開発事業区域の排水系統を考慮した適切な配置とすること。なお、工作物を

設置する際は、設置した雨水流出抑制施設の機能を損なわず浸透能力を十分発揮できるように設置

すること。 

⑵ 設置位置については、建築物の棟間、駐車場、公園、緑地等でそれぞれの機能を阻害しない場合

のみ兼用を認める。 

⑶ 雨水流出抑制施設の砕石外側から隣地境界及び工作物までの離隔は、工作物への影響を考慮して、

３０cm以上確保することが望ましい。 

⑷ 浸透トレンチを並列に設置する場合は、浸透能力を考慮して、１．５ｍ以上の離隔を確保するこ

とが望ましい。 

⑸ 市へ帰属する開発道路内の雨水流出抑制施設の配置については道路部局とも調整を図ること。 

⑹ 法面付近に雨水流出抑制施設を設置する場合は、法面の安全性を確保するよう慎重な検討を行う

こと。なお、別図（雨水－３）を参考として設置することが望ましい。 

⑺ 開発事業前の地盤の上に盛土をし浸透施設を施工する場合には、盛土の安全性等慎重な検討を行

うこと。 

⑻ 雨水流出抑制施設の施工にあたっては地盤の浸透能力を損なわないように注意すること。 

⑼ 浸透トレンチを設置する場合、１スパン当たりの有孔管又は透水管の延長は、維持管理上のため、

内径の１２０倍までとし、原則レベルとすること。 

 

５ 維持管理 

雨水流出抑制施設の機能を良好に保つための維持管理は、所有者が行うこととし、ごみ、枯葉、土

砂等の堆積によって、目詰まり等を起こさないよう維持管理を行うこと。 



 

６ その他 

  上記に記載がないものについては、「雨水浸透施設技術指針」（雨水貯留浸透技術協会）の最新版を

基準として、雨水流出抑制施設の設置を検討すること。 



 

別図（雨水－１） 



 

別図（雨水－２） 



 

別図（雨水－３） 


